
労働者協同組合法の成立と協同労働の可能性 
～誰もがその力を発揮できる持続可能な地域づくりを共に～ 

ワーカーズコープ・センター事業団 理事長 田中羊子 

 

はじめに…「協同労働」の働き方が法律になりました～昨年 12月コロナ禍に全会一致で成立！ 

 ・「時代が求めた法律」「コロナ禍に産声をあげたのは歴史の必然」…労働者が主権を持ち、協同を

大切にする働き方が一人ひとりの自発性、当事者性、市民性を高め、地域づくりの主体を育てる 

 

□1 労働者協同組合・協同労働とは 

  ◎働く人々・市民がみんなで出資し、自ら経営に参加して、生活と地域の必要に応える仕事をお

こし、よい仕事と地域づくりを目指して共に働く労働者協同組合 

  ◎協同労働とは、一人ひとりが主体者となり、生き生きと力を発揮するために、話し合いを大切

にし、違いを認め合い、お互いの力を生かし合う働き方。利用者や住民との協同を大切にする 

 ●日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会の現状 

  ・清掃、地域福祉（障害者、高齢者ケア、子育ち支援、社会的困難にある人々の自立・就労支

援）、農業・林業・食・環境など、生活と地域を担う総合的な分野で仕事おこしを推進 

  ・就労者 1万 6,000人、事業規模年間 350億円（2019年度）、加盟組織 30団体 

  ・中核を担うセンター事業団 事業高 224億円、組合員 8,000人、19事業本部、400事業所 

  ・関連組織：日本社会連帯機構、協同総合研究所 

  ・連携組織：日本協同組合連携機構（JCA）、国際協同組合同盟（ICA）、労働者福祉協議会に加盟 

 

●日本における「協同労働」で働く人々と組織…およそ 10万人の就労、1,000億の事業規模 

 ①日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会 

 ②ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ（WNJ） 生活クラブ生協の運動から出発（500団体、125億） 

 ③障害のある人々の就労創出にとりくむ団体…NPO共同連、浦河べてるの家など 

 ④農村女性起業（農村女性ワーカーズ）…9,497起業 ⑤住民出資による「協同売店」の起業 

 

●大切にしている価値 

～働くことを通じた一人ひとりの人間的な成長・発達と、それを可能とする社会づくり 

  ①根底にある人間観～人間の生きる力、可能性への信頼、当事者主体を実践に貫くこと 

 ②協同性～多様性、違いを認め合って協同する‐分断と排除をこえて「ともに」 

 ③生活と地域を焦点に～その必要に応え、自分たちの手で暮らしと地域、社会をつくる主体者に 

 ④全国連帯～全国の仲間の実践から学び、支え合う。社会変革、全国連帯の思想を大切に 

 

●労働者協同組合の運営～「協同労働の協同組合の原則」を基本にすえて 

１．出資して働く組合員になる(センター事業団は 1口 5万円、給与 2ヵ月分の増資を目標) 

  ①一人一票～対等平等の関係の基礎 ②経営を自分ごとにする ③他からの支配を受けない 

２．よい仕事のための話し合いを深め、利用者や地域の必要に応える仕事をおこす 

３．全組合員経営～事業計画や収支予算、労働条件など働き方を自分たちで話し合い、決定する 

４．話し合いをとことん大切にする。排除しない。弱さや違いを認め合いお互いを生かし合う。 

５．実践優位～まずはやってみてふり返る。失敗や苦労の経験から学び、成長する 

６．社会連帯経営～利用者や住民も暮らしをつくる主体者に。ともに持続可能な地域づくりへ 



□2 ワーカーズコープの歴史と到達点 

   ～働く者が「雇われる意識」をこえて、どうしたら主体者として成長・発達できるのか 

（１）前史～失業の克服のための当事者運動からの出発（1970年代） 

（２）第Ⅰ期 清掃など委託事業を拡大する中での就労創出～全組合員経営の確立へ（1987年～） 

 「よい仕事」の追及を中心にすえて「全組合員経営」を模索－組合員を信頼し、１人１人の持

っている力が全面的に発揮される経営とは。リーダーの請負主義、代行主義をこえる格闘 

（３）第Ⅱ期 新しい福祉社会の創造－高齢者協同組合と地域福祉事業所の設立運動（1995年～） 

介護の「市場化」ではなく市民自身の手で「社会化」を。コミュニティケアの創造をめざす。 

ヘルパー養成研修を全国で開催。修了生に仕事おこしを呼びかけ地域福祉事業所を各地に開設 

（４）第Ⅲ期 市民主体の新しい公共の創造へ（2003年～） 

●社会の大きな変化－公共サービスの民営化の流れ…指定管理者制度導入 

    ・公共サービスを市場化・営利化するのか、市民化・社会化するのか 

      ①利用者や住民はお客様ではなく、公共（コモン）を共につくる主体者に ②利用者や地

域の必要に応える仕事を共におこす ③市民主体のまちづくりの拠点に ④協同労働の働き

方で公共を担い発展させる 

    ・コミュニティ施設、児童館・学童クラブ・保育園など子育ち支援の広がり（330施設） 

・人間の成長・発達を支援する仕事と協同労働・３つの協同の深まり 

●社会連帯機構の発足～制度や事業への閉塞をこえて、地域とつながり支え合う取りくみを 

●リーマンショック～失業問題、社会的排除に立ち向かう仕事おこしの本格化（2006年～ 

（５）第Ⅳ期 市民主体の持続可能な地域づくりへ（2011年～） 

①FEC（食・エネルギー・ケア）自給コミュニティ、地域循環型産業を創造する 

●２０１１年７月に仙台に東北復興本部を設置～東日本大震災で問われたこと 

・経済成長最優先の社会と決別して、命、自然、人のつながりが本当に大切にされる社会を 

・復興への長くて険しい道のりを、被災地の人々と共に汗を流し、歩んでいくことを決意 

●被災地での仕事おこしと拠点の広がり 

・起業型人材育成事業の活用－被災地の市民自身が、協同労働で復興に必要な仕事おこす 

・登米、気仙沼、大槌、石巻、東松島、亘理、陸前高田へ拠点が広がり、100人の組合員に 

・地域資源を活用した仕事おこしへ－自然(農林業・食・直売)と結んで地域共生ケアを展開 

●私たちが 10年間でつかんだもの－協同労働が困難の中から人々が立ち上がる力に 

○協同労働を通じた仲間の市民性、主体性の高まり 

・困難にぶつかるたびに、協同労働を通して仲間たちが市民性を高める 

「人口は減っても困難は増している、小さな困難を見のがさずその支えになりたい。」 

・行き詰まったら、震災をくぐった原点（どう生きるのか）に立ち返る 

○人口流出と少子高齢化が進む集落存続の強い願いとの出会い…住民ワーカーズづくりへ 

・住民主体の小さな仕事おこしの始まり－住民の挑戦の意欲が高まり、地域が動き出す 

困難を抱える若者たちが、住民と共に働く中で元気に。地域の持つケア力を再発見。 

 ②生活困窮問題と向き合い、困難にある人々と共に働き、共に生きる地域をつくる（2015年～） 

  ・生活困窮者や被保護者の自立相談、就労準備、学習支援などの広がり 

  ・誰にも居場所と役割のある地域づくりが、分野をこえた私たちの共通のテーマに 

   

①と②の取りくみがひとつに結び、「持続可能な地域づくり」が私たちの実践のテーマに 

 基盤事業（委託・指定管理・制度活用）＋自主事業（農林業・食・環境）＋社会連帯・支え合い 



（６）協同労働の実践の深まりが、法制化を実現する力に 

  利用者や地域、働く仲間の願いに寄りそい、一緒に考え、実らせる働き方が人々の力をひき出す 

●社会的困難を抱える仲間も、共に地域の支え手に 

   ひきこもりや障害、生きづらさを抱える人々も、安心でき、いいところを認め合う働き方を通

して、自分への信頼と生きる力を回復し、地域の支え手として活躍する姿が生まれている 

  ●利用者や地域の方々も協同労働で元気に！ 

   互いの願いを受けとめる関係性の中で、小さな仕事おこしや地域づくりの挑戦の意欲が高まる 

   そこに不登校の子どもやひきこもりの若者が加わると元気に。地域のもつケア力を再発見！ 

  ●協同労働の実感を語る仲間たちの言葉→事業所活動の指針づくりへ 

 「ないならつくっちゃえ：「自分たちで決められる」「やりたいことに挑戦できる」「夢をかなえ

る働き方」「安心して自分が出せる」「話し合うことをあきらめない」「お互いさまの働き方」 

全事業所が、５つの視点から協同労働の職場づくりの指針をまとめる…協同労働の見える化へ 

  「存在目的」「安心できる場づくり」「話し合いを深めるために」「経営を自分ごとにするため

に」「利用者、住民と共に地域づくりを」～これらは、地域づくりにも生かせる指針 

⇒国会議員や衆議院法制局、厚労省の方々が現地視察で組合員や利用者、住民が生き生きと働

き、活動する姿に感動。法制化への熱が高まる。 

 

□3 労働者協同組合法の概要 

（１）労働者協同組合の法制化を求める運動の歴史 

1998年より法制化の運動を開始。20年余にわたり各地で集会や自治体意見書採択などの運動

を展開。1万の団体賛同署名、940を超える地方議会で早期制定を求める意見書を採択。 

 ・2000年 「協同労働の協同組合法の制定をめざす市民会議」結成（大内力氏会長に就任） 

 ・2007年 笹森清氏（元連合会長、労働者福祉中央協議会会長）が市民会議会長に就任 

 ・2008年 超党派の国会議員連盟「協同出資・協同労働で働く協同組合を考える議員連盟」設立 

 ・2010年 超党派議員連盟総会で「協同労働の協同組合法案（仮称）要綱」を了承、発表 

      これに対して労働者保護を巡る労働界からの批判が出され、修正に至るも、超党派議

連で合意に至らず。以降、政権交代などの政治的激変を経て議員連盟は休止状態に 

 ・2017年 「協同組合振興研究議員連盟」が「協同労働の協同組合法」の制定を先行課題とする

ことを確認し、超党派の議連として再強化。「与党協同労働の法制化に関するワーキ

ングチーム（WT）」設置され、当事者団体の参加のもと法案作りに向けた議論を開始 

 ・2019年 与党政策責任者会議、議連で法案骨子を了承、年末には WTにおいて法案概要を確認 

 ・2020年 6月 12日に衆議院に提出。12月 4日、臨時国会にて全会一致で成立。11日に公布。 

 

（２）労働者協同組合法の主要点 

  法の目的（第１条） 

  この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずし

も十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合

の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、

管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進すると

ともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、も

って持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。 

 



 ●労働者協同組合法のポイント 

  ①法の目的…持続可能で活力ある地域社会の実現 

  ②基本原理…出資・組合員の意見反映・事業従事（労働）の３つの原則を基本原理とする 

  ③準則主義…意志があれば誰もが届け出で設立できる（３人以上の発起人） 

  ④事業領域…派遣業以外すべての事業領域が可能、地域にも制限なし 

  ⑤労働者性…組合と労働契約を結び労働法制が適用される 

  ⑥非営利性…営利を目的として事業を行ってはならない（配当を第一義としないこと） 

        （事業剰余の配分は「法定準備金」1/10以上、「就労創出の積立金 1/20以上、

「教育繰越金」1/20を積み立てた後に、従事分量分配が可能。出資配当は不可」 

  その他 ・総組合員の 4/5以上は組合の行う事業に従事し、組合の行う事業に従事する 3/4以

上は組合員でなければならない 

・所轄官庁は単位組合は都道府県知事、連合会は厚生労働省 

      ・法の施行は成立・公布後２年以内、５年後に見直し 

      ・企業組合法人、NPO法人からの移行措置が規定され、施行後３年以内 

●労働者協同組合法制定の意義 

 ・労働者が労働主権を行使して、自分たちで働き方を決められる 

これまでにない主体的な労働者像、新しい労働概念を社会に提起する法制度の登場。 

 

（３）「労働者協同組合法の制定」衆議院法制局第五部一課（「時の法令」～労協新聞号外参照） 

 ・「昨年 12月に成立した労働者協同組合法は、特定非営利活動法人（NPO法）と並び、今後のわ

が国市民社会にとって極めて重大な意義を有するものである」。 

・「『協同労働』は自ら出資し、事業の運営に携わりつつ事業に従事する労働形態を指すものであ

り、使用者の指示にしたがって事業に従事し、賃金を得るという従来の働き方とは異なるもの

として、世界各国で注目され、実践されている」。 

・「労働者協同組合法もまた『市民立法』であると評価できるであろう」。 

・「労働者協同組合法では、①組合員による出資、②組合員の意見を反映した事業の運営、③組

合員自らその事業に従事という３つの原則を基本原理と位置づけるとともに、その趣旨を支

え、あるいは具体化した規定を設けることで、協同労働の理念に従って事業が行われることを

法律上担保している。この点が他の協同組合や NPO法人との大きな違いといえる」。 

 ・「協同労働の概念についても『出資・労働・経営』の三位一体としてではなく、『組合員による

出資・労働・共益権の行使を通じての経営への参画（＝意見反映）が一体となった組織運営』

と捉えなおした」。 

 

（４）2022年 10月 1日法施行に向けて 

 ◎４月６日、超党派「協同労働推進議員連盟（通称：ワーカーズ議連）」設立。73名 

  「労働者協同組合法に基づく労働者協同組合の設立、移行を支援するとともにその活動をサポ

ートすること」を目的。総会決議（6月 11日）～①フォーラム、立ち上げ支援に十分な予算

確保を ②法の目的を踏まえた必要な税制措置を ③円滑な法施行に向けた速やかな準備を 

 ◎法施行に向けて厚生労働省による指針策定、省令、政令の制定 

 ◎厚生労働省による都道府県説明会（4/21）…都道府県の担当部署の検討 

 ◎都道府県・市町村議会における質疑～市民への周知、自治体政策にどう活用するのか 

 ◎「骨太方針 2021」に「労働者協同組合法の円滑な施行を図る」と明記 



□4 労働者協同組合法・協同労働を地域づくりに生かすために 

 （１）労働者協同組合への期待 

  ・気候危機や格差・貧困の問題、超少子高齢化と人口減少社会、大都市一極集中と地方経済の疲

弊、中小企業の廃業など、日本社会が直面する重大なテーマの数々… 

・労働のあり方の転換が、社会的な課題を解決する市民の主体を地域から生み出すことへの期待 

○厚生労働大臣・衆議院議員・「与党協同労働の法制化に関するﾜｰｷﾝｸﾞﾁｰﾑ」座長 田村憲久氏 

「労協法により、みんなで話し合い、一人ひとりの意見を大切にし、地域を大事にしようとす

る流れが始まる。協同労働で社会がどう変わるか楽しみです。市民がこれを使って、今ある

いろんな問題を解決していく。市民はすごいまちづくりのツールを手に入れることになる」 

 ○京都府京丹後市長 中山泰氏 

  「住民が地域の救い手になる。課題解決以上に、豊かな価値を創造する働き方だ」 

 ○大阪市立大学 斎藤幸平氏 「人新世の資本論」より 

  「ワーカーズコープは、生産領域そのものをコモンにすることで、経済を民主化する試み」 

 

（２）労働者協同組合法制定前後から増えている相談や可能性 

・コロナ禍での失業者や生活困窮者の相談、就労創出。副業的な労働者協同組合の設立 

・継業：倒産や自主廃業等を見据えた事業承継。 

・障害や困難のある当事者や家族、支援者によるケアや就労を支える事業の立ち上げ 

・住民ワーカーズ：子ども食堂や居場所づくり、農山村地域の集落維持のための仕事づくり 

・多様な分野：製造業やジャーナリスト、俳優、IT関連における労働者協同組合。 

・法人移行：株式会社や NPO等の既存法人から転換について。 

 

各地で協同労働推進ネットワークの設立へ 

 

（３）生命（いのち）を支える経済・社会への転換を 

 ●気候危機、格差と貧困の広がり、民主主義の危機 

 ・コロナパンデミックでこの社会の脆弱性と命と暮らしの危機が露わに 

人間は自然の一部であること、行き詰まりにある今の新自由主義的経済から、「生命を支える

経済」への転換が問われている 

・働く人が主権を持ち、働くことの価値を自らの手に取り戻す。 

   「自分たちがこうありたいと願う暮らしや生き方は、自分たちでつくり出せる。」「それを阻む

社会の壁は、みんなとなら乗り越えられる」 

・話し合いの文化と合意形成能力を高め、職場と地域に民主主義を実感する場をつくり出す 

  ●みなさんの「こうありたい」と願う暮らしや地域を、協同労働で一緒につくりませんか 

・コロナ禍でこれまでの暮らし方や社会のあり方に、閉塞感や行き詰まりを感じる人々が、様々

に動き始めている。みなさんの願いを持ちよって、地域づくりを仕事にしませんか 

   ・生活の困難や失業の中にあって、相談できる居場所や自分を生かせる仕事がほしい 

   ・子ども食堂や居場所づくりを持続可能な活動へ、子どもの未来のために働きたい 

   ・人生 100歳時代、退職後は地域のために働き、つながりを豊かにしたい 

   ・エッセンシャルワーク・ケア労働の社会的な価値を高め、働く環境をもっと充実させたい 

   ・第一次産業や商売、ものづくりなど価値ある仕事を次の世代に継承（継業）したい 

   ・環境や自然、地域の文化を大切に、自分らしく働き、暮らしたい若い世代へ… 



  ●あなたの地域に、「みんなのおうち」を一緒につくりませんか 

・身近な地域で気軽に相談ができ、安心できる居場所。そして「困りごと」や「やってみたい」 

「もったいない（空家や休耕地など）」を持ちよって、仕事おこしの種を、協同労働を生かし

てできることから力を合わせて実らせていく「みんなのおうち」を一緒につくりませんか。 

・「まちづくり講座」「仕事おこし講座」を一緒に！

 

～地域共生社会・重層的支援体制整備事業の入口から出口まで～ 

（４）行政のみなさまにお願いしたいこと 

労働者協同組合法の目的に掲げられた「多様な就労機会の創出」と「持続可能で活力ある地域

社会の実現」は、国・自治体の公共政策の基本に関わる内容です。 

  ①法の趣旨・内容や活用の事例などを深める取り組みを 

地域共生社会の実現、生涯学習、市民協働、防災・環境、雇用創出や継業など、関連する分野

は多岐にわたります。庁内でセクションを超えた継続的な勉強会や現地視察をご検討下さい。 

  ②協同労働を自治体政策に活かしていくための検討会の立ち上げを 

～下町の良さを生かした持続可能な墨田区らしい地域づくりへ 

地域には緩やかだけど、とても大きな力がある。コロナ禍に広がる地域の重い現実に対し、労

働者協同組合法の成立による可能性をひきよせて、行政と力を合わせ、協同労働を市民に届け、

その力をひき出して、地域課題の解決やまちづくりにあたる流れを大きくつくり出したい。 

   市民が地域で出会いを広げ、一歩をふみ出し、できることから挑戦することを応援し、持続可

能な運営に高めていくためのしくみづくりに協同労働の働き方、労働者協同組合の活用をご検討

下さい。 ＜参考＞広島協同労働プラットフォーム事業 https://kyodo-rodo.jp/ 

  ③公共サービスの担い手として、労働者協同組合を位置付けてください  

   公共サービスの担い手が利用者や住民との協同を大切にし、その悩みや願いを受けとめ、共に

解決する主体に育て、公共を市民の手で豊かにしていくための政策を推進して下さい。 

  ④労協法・協同労働の周知、広報を 

  市民向けのフォーラムや研修会、協同労働を紹介するパンフレットや記事の掲載など 

  ＜参考＞鳥取県・京丹後市では、労協法周知に関する予算化がされています 
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